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年
金
・
医
療
・
税
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
我
が
国
の
財
政
は
逼
迫
し
、
破
産
寸
前
の
危
機
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
が
加
速
し
、
団
塊
世
代
が
間
髪
入
れ
ず
年
金

受
給
の
適
齢
期
に
突
入
し
、
年
金
、
医
療
、
介
護
は
景
気
変
動
と
は
関
係
な
く
、
待
っ
た
な
し
で
財
源
が
必
要
と
な
っ
て
く

る
。こ

の
よ
う
に
、
危
機
的
な
財
政
状
況
と
、
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
、
自
公
政
権
時
の
福
田
内
閣
で
「
社

会
保
障
国
民
会
議
」
を
設
置
し
、
続
く
麻
生
内
閣
で
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
構
築
と
そ
の
安
定
財
源
に
向
け
た
「
中
期
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
に
お
い
て
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
の
混
乱
の
た
め
、
当
面
三
年
間
は
景
気
回
復
を
最
優
先
す
る
こ
と

を
前
提
に
、
消
費
税
を
含
む
税
制
抜
本
改
革
を
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
実
施
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
あ
ら
か

じ
め
講
じ
る
こ
と
を
盛
り
込
み
、
平
成
二
十
一
年
度
税
制
改
正
関
連
法
案
の
附
則
に
明
記
し
、
道
筋
と
基
本
的
方
向
を
規
定
し

た
。
そ
し
て
、
本
年
十
月
に
は
「
財
政
健
全
化
責
任
法
案
」
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
与
党
は
先
送
り
す
る
方
針
な

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
安
心
社
会
に
向
け
て
、
こ
の
問
題
は
喫
緊
の
課
題
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
与
党
は
、
全
額
消
費
税
で
賄
う
月
額
七
万
円
の
最
低
保
障
年
金
を
創
設
す
る
と
い
う
が
、
現
在
も
そ
の
考
え
は
変
わ

一



ら
な
い
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
消
費
税
収
の
全
額
を
最
低
保
障
年
金
に
充
て
る
と
し
て
い
る
が
、
医
療
や
介
護
、
少
子
化
対
策
な
ど
他
の

社
会
保
障
の
財
源
は
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

一
に
関
連
し
、
最
低
保
障
年
金
は
ど
の
よ
う
な
条
件
で
、
誰
が
、
い
つ
か
ら
受
給
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
保
険
料
を
納
付

し
て
い
な
か
っ
た
人
に
つ
い
て
は
ど
う
す
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

政
府
は
、
税
制
改
革
案
を
平
成
二
十
二
年
度
内
に
と
り
ま
と
め
る
と
し
て
い
た
が
、
変
わ
り
は
な
い
の
か
、
ま
た
同
改
革

案
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
さ
れ
た
い
。

五

自
公
政
権
時
の
平
成
二
十
一
年
度
税
制
改
正
関
連
法
案
の
附
則
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の

見
解
如
何
。

六

我
が
自
由
民
主
党
が
本
年
十
月
に
提
出
し
た
「
財
政
健
全
化
責
任
法
案
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、

菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


